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２０２０年５月１４日

株  主  各  位
静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番１号

株 式 会 社 ス ク ロ ー ル
代表取締役会長 　堀 田　守

第79期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年５月28日（木
曜日）午後５時30分までに到着するよう、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のう
えご返送くださるか、３頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認のう
え、上記期限までに当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）より議決権を行
使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１. 日 時 2020年５月29日（金曜日）午前10時
２．場 所 静岡県浜松市中区佐藤二丁目28番22号

当社本社ビル５階会議室 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３. 目 的 事 項

報告事項 １．第79期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第79期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以　上

＜新型コロナウイルスの対応に関するお知らせ＞
末尾の会場ご案内図の前頁に「当社株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止につい
て」として、株主様へのお願いと総会会場の感染防止対策を別途記載しております。
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議決権行使等についてのご案内
株 主 総 会 ご 出 席 の 場 合

同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出ください。

２０２０年５月２９日（金）
午前10時(午前９時15分開場)

株 主 総 会 ご 欠 席 の 場 合
書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、ご送付ください。

２０２０年５月２８日（木）
午後５時30分到着分まで

インターネットによる議決権行使(詳細は3頁)
指定の議決権行使サイトにアクセスしていただ
き、議案に対する賛否をご入力ください。

２０２０年５月２８日（木）
午後５時30分行使分まで

ご注意
 

１．書面と電磁的方法（インターネット）により、重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット）による議決権
行使を有効なものといたします。

２．電磁的方法（インターネット）で複数回議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効なものといたします。
 

３．代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、
代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

インターネットによる開示について
●本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概

要、会社の財務及び事業の方針等の決定を支配する者のあり方に関する基本方針、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資
本等変動計算書および個別注記表につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ
ト（https://www.scroll.jp/ir/stockinfo/meeting/index.html）に掲載しておりますのでご覧ください。
なお、監査等委員会および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類ならびに監査等委員会が監査した事業報告は、本招集
ご通知に記載の各書類と当社ウェブサイトに掲載の上記各書類とで構成されております。

●株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.scroll.jp/ir/stockinfo/meeting/index.html）に掲載させていただきます。
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願

い申しあげます。
当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書用紙）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれ

も不要です。
記

１．議決権行使サイトについて
（１）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト

（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前
5時までは取扱いを休止いたします。）

（２）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、
アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっ
ては、ご利用できないことがございます。

（３）携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機
種には対応しておりません。

（４）インターネットによる議決権行使は、2020年５月28日（木曜日）午後５時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行
使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
（１）議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パ

スワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
（２）株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様に

は、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
（３）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携
帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様の
ご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・ 電 話 　0120-173-027（受 付 時 間　 9:00 ～ 21:00、通 話 料 無 料）

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は本総会終

結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため１名を増員し、取締役７名
の選任をお願いするものです。

なお、本議案について、監査等委員会における検討の結果、監査等委員会からの指摘は特段ござい
ませんでした。

取締役候補者は、次のとおりです。
候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

１

ほ り

堀
 

　
た

田
 

　
 

　
 

　
まもる

守
(1950年12月18日生)

1974年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社

318,400株

2000年10月 Prominent Apparel Ltd.出向同社副社長
(VICE PRESIDENT）

2001年 １月 同社社長(MANAGING DIRECTOR)
2005年 ５月 当社常勤顧問生協事業部副事業部長
2005年 ６月 当社取締役生協事業部長

取締役会出席状況
１４回／１４回

2007年４ 月 当社代表取締役社長
2015年５ 月 当社代表取締役会長（現任）

（取締役候補者とした理由）
堀田守氏は、大手商社や海外事業会社勤務時代の経験と高い見識を当社の経営に反映し、代表取締役会長とし
て、当社グループの最高経営責任者の役割を担っており、強力なリーダーシップによりグループ経営を牽引し
ております。今後も当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材とし
て、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

－ 4 －



候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

２

つ る

鶴
 

　
み

見
 

　
と も

知
 

　
ひ さ

久
(1966年５月11日生)

1989年 ４月 当社入社

69,900株

2012年 ４月 当社執行役員 ダイレクト事業本部 通販インナ
ー統括部長 兼務 インターネットマーケティン
グ部長

2013年 ５月 当社取締役執行役員 ダイレクト事業本部通販
Ｈ＆Ｂ統括副部長

2015年 ５月 当社取締役社長執行役員 ダイレクト事業本部
通販Ｈ＆Ｂ統括部長

2018年 ４月 当社取締役社長執行役員 ダイレクト事業本部長
2019年 ４月 当社取締役社長執行役員 健粧品事業ＰＲＳ

兼務 ダイレクト事業本部長
取締役会出席状況
１４回／１４回

2020年 ４月 当社代表取締役社長執行役員 健粧品事業ＰＲＳ
兼務 ダイレクト事業本部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
鶴見知久氏は、1989年の入社以来、当社グループにおける様々な業務経験を有しており、子会社取締役社長、
当社取締役社長を経た後、2020年４月からは代表取締役社長として当社の最高執行責任者の役割を担ってお
ります。また、当社グループの重要な業務執行と経営の意思決定を強く推進し、適切に統括しております。今
後も当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締
役としての選任をお願いするものです。

－ 5 －



候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

３

さ

佐
 

　
と う

藤
 

　
ひ ろ

浩
 

　
あ き

明
(1971年10月10日生)

1995年 ４月 当社入社

14,400株

2013年 1 月 当社退社
2013年 ４月 株式会社キノスラ代表取締役社長
2015
2018

年
年

５
４

月
月

当社取締役
当社取締役執行役員 eコマース事業統括担当

2019年 ４月 当社取締役執行役員 eコマース事業ＰＲＳ
2020年 ４月 当社取締役副社長執行役員 eコマース事業

ＰＲＳ（現任）
株式会社キノスラ取締役（現任）

取締役会出席状況
１４回／１４回

（重要な兼職の状況）
株式会社キノスラ取締役

（取締役候補者とした理由）
佐藤浩明氏は、当社マーケティング部門における豊富な業務経験を有しており、子会社取締役社長、当社グル
ープの主にｅコマース事業を管掌する取締役を経た後、2020年４月からは当社取締役副社長として、重要な
業務執行及び経営の意思決定・監督を適切に推進しております。今後も当社グループの持続的な成長と中長期
的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

４

こ

小
 

　
や ま

山
 

　
ま さ

優
 

　
か つ

雄
(1965年９月10日生)

1990年 ４月 千代田生命相互会社（現ジブラルタ生命保険
株式会社）入社

30,500株
1998年 ４月 株式会社セゾン情報システムズ入社
2010年11月 当社入社
2011年 ４月 当社システム統括部長

取締役会出席状況
１４回／１４回

2013年 ４月 当社執行役員 システム統括部長
2016年 ５月 当社取締役執行役員 システム統括部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
小山優雄氏は、豊富な業務経験を活かし取締役執行役員システム統括部長として、当社グループの情報システ
ムの整備・運用を統括管理するとともに、重要な業務執行及び経営の意思決定・監督を適切に推進しておりま
す。今後も当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続
き取締役としての選任をお願いするものです。
候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

５

や ま

山
 

　
ざ き

崎
 

　
ま さ

正
 

　
ゆ き

之
(1963年６月11日生)

1988年 ４月 大和証券株式会社入社

27,100株

2002年 ４月 フロレゾン株式会社代表取締役
2012年 ４月 株式会社エイチエーシー（現北海道アンソロポ

ロジー株式会社）代表取締役社長
2013年 ４月 当社執行役員 ダイレクト事業本部通販Ｈ＆Ｂ

統括副部長
2017年 ５月 当社取締役執行役員 ダイレクト事業本部

ソリューション事業統括部長 兼務 Ｍ＆Ａ
戦略室長

2018年 ４月 当社取締役執行役員 ソリューション事業統括
担当 兼務 Ｍ＆Ａ戦略室長

取締役会出席状況
１４回／１４回

2019年 ４月 当社取締役執行役員 ソリューション事業ＰＲＳ
兼務 Ｍ＆Ａ戦略室長（現任）

（取締役候補者とした理由）
山崎正之氏は、豊富な経験を活かし当社グループの主にソリューション事業を管掌するとともに、中期経営計
画に基づくＭ＆Ａ戦略を統括する取締役として、重要な業務執行及び経営の意思決定・監督を適切に推進して
おります。今後も当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材とし
て、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

６

す ぎ

杉
 

　
も と

本
 

　
や す

泰
 

　
の り

宣
(1965年６月16日生)

1988年 ４月 当社入社

39,200株

2012年 ４月 当社執行役員 ソリューション事業担当
2013年 ５月 当社取締役執行役員 ダイレクト事業本部通販

ソリューション統括部長
2016年 ５月 当社執行役員 ダイレクト事業本部通販ソリュー

ション統括部長
2016年11月 当社執行役員 経営統括部長
2019年 ４月 当社執行役員 グループ管轄事業ＰＲＳ 兼務

経営統括部長
取締役会出席状況
１１回／１１回

2019年５ 月 当社取締役執行役員 グループ管轄事業ＰＲＳ
兼務 経営統括部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
杉本泰宣氏は、1988年の入社以来、当社グループにおける様々な業務経験を有しており、現在は、取締役執
行役員経営統括部長として、経営企画・法務・経理・人事などの管理部門を幅広く管掌するとともに、重要な
業務執行及び経営の意思決定・監督を適切に推進しております。今後も当社グループの持続的な成長と中長期
的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。
候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

７
※

い け

池
 

　
だ

田
 

　
の り

訓
 

　
き よ

清
(1963年６月８日生)

1987年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社

4,200株

2003年 １月 株式会社アイウェイ入社
2009年10月 株式会社ユウコーポレーション代表取締役
2017年 ９月 当社入社
2018年 ４月 当社執行役員 海外事業統括 兼務 海外戦略部長
2019年 ４月 当社執行役員 海外事業ＰＲＳ 兼務 海外戦略

部長
2020年 ４月 当社執行役員 旅行事業ＰＲＳ 兼務 ダイレクト

事業部ＳＶＢ推進部長（現任）
（取締役候補者とした理由）
池田訓清氏は、大手商社等の勤務経験及び海外駐在経験において国際取引業務に精通するなど豊富な経験を有
しており、2017年９月の入社以来、主に海外事業を管掌し、現在は執行役員旅行事業ＰＲＳとして、重要な
業務執行を適切に推進しております。今後も当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現
のために適切な人材として、取締役としての選任をお願いするものです。
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（注）１．「重要な兼職の状況」における重要性の判断基準は、兼職先での担当職務の重要性及び職務に費やす
時間等を勘案しております。

２．取締役候補者佐藤浩明氏は、株式会社キノスラの取締役を兼務しており、同社と当社子会社との間に
は業務委託契約に基づく取引があります。

３．その他各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
４．ＰＲＳは、PRESIDENTの略称であり、各セグメントの責任者を表しております。
５．杉本泰宣氏は、2019年５月31日開催の第78期定時株主総会において取締役に選任されましたので、

取締役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
６．※印は、新任候補者を表しております。
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第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものです。
なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

１

む ら

村
 

　
せ

瀨
 

　
 

　
 

　
つかさ

司
(1965年６月26日生)

1990年 ４月 アンダーセンコンサルティング（現アクセン
チュア株式会社）入社

12,500株

2006年11月 アテイナー株式会社取締役
2009年９ 月 株式会社ＫＰＭＧ ＢＰＡ（現株式会社ＫＰＭ

Ｇ ＦＡＳ）マネージングディレクター
2011年３ 月 株式会社ビズイット代表取締役
2012年５ 月 当社社外監査役
2013年２ 月 株式会社フュージョンズ代表取締役社長
2013年４ 月 シナジェティック・コンサルティング株式会

社プリンシパル
2016年 ５月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年 ６月 フォーサイト・コンサルティング株式会社

（現株式会社ファンズオン）代表取締役社長

取締役会出席状況
１４回／１４回

（現任）
2020年３ 月 ジャパン・ハイブリットサービス株式会社取

締役（現任）

監査等委員会出席状況
１４回／１４回

（重要な兼職の状況）
株式会社ファンズオン代表取締役社長
ジャパン・ハイブリットサービス株式会社取締役

（監査等委員である取締役候補者とした理由）
村瀨司氏は、情報システムを中心とするコンサルティング企業を経営され、多数の企業のコンサルティング
業務の経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しており、2016年５月に当社の社外取締
役（監査等委員）に就任されて以来、当社の経営に適切な助言や監督をしていただいております。これらの
ことから引き続き社外取締役（監査等委員）としての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

２

み や

宮　
べ

部　
た か

貴　
ゆ き

之
(1951年８月22日生)

1975年 ４月 住友商事株式会社入社

2,300株

1986年 ９月 住商オットー株式会社（現オットージャパン
株式会社）出向

2000年 ５月 住商オットー株式会社取締役商品部門担当
2001年 ５月 エディー・バウアー・ジャパン株式会社代表

取締役社長

取締役会出席状況
１４回／１４回

2007年 ２月 住商オットー株式会社代表取締役会長兼社長 
兼務 エディー・バウアー・ジャパン株式会社
代表取締役会長

監査等委員会出席状況
１４回／１４回

2012年11月 株式会社Ｌ＆Ｓコーポレーション代表取締役
社長

2016年 ５月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
（監査等委員である取締役候補者とした理由）
宮部貴之氏は、衣料品・雑貨・家具等の無店舗事業及び有店舗事業の経営に長く携わられ、海外生産や輸入
実務の経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しており、2016年５月に当社の社外取締
役（監査等委員）に就任されて以来、当社の経営に適切な助言や監督をしていただいております。これらの
ことから引き続き社外取締役（監査等委員）としての選任をお願いするものです。

－ 11 －



候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

３

す ず

鈴　
き

木　
か ず

一　
お

雄
(1954年３月11日生)

1976年 ４月 株式会社静岡銀行入行

2,200株

2000年 ６月 同行理事経営企画部東京事務所長
2001年 ６月 同行理事清水支店長
2003年 ６月 同行執行役員東京支店長
2004年10月 同行常務執行役員西部カンパニー長
2007年 ４月 同行常務執行役員中部カンパニー長
2010年 ６月 同行専務執行役員中部カンパニー長

取締役会出席状況
１４回／１４回

2011年 ６月 一般財団法人静岡経済研究所理事長
2016年 ５月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年 ６月 株式会社ユニックス顧問

監査等委員会出席状況
１４回／１４回

2018年８ 月 株式会社ユニックス監査役（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社ユニックス監査役
（監査等委員である取締役候補者とした理由）
鈴木一雄氏は、金融機関及びシンクタンクでの経験を有するとともに、財務及び会計並びに企業経営を統括
する十分な見識を有しており、2016年５月に当社の社外取締役（監査等委員）に就任されて以来、当社の経
営に適切な助言や監督をしていただいております。これらのことから引き続き社外取締役（監査等委員）と
しての選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

４
※

み や

宮　
ぎ

城　
ま さ

政　
の り

憲
(1967年６月15日生)

1991年 ４月 東邦化学工業株式会社入社

－

2005年 ５月 株式会社ライトマネジメントジャパン（現マ
ンパワーグループ株式会社）入社

2008年 ７月 有限責任あずさ監査法人入社
2014年 ８月 ＫＰＭＧコンサルティング株式会社入社
2019年 ９月 株式会社Ｆｌｅｘａｓ Ｓｅｖｅｎディレク

ター（現任）
（監査等委員である取締役候補者とした理由）
宮城政憲氏は、大手メーカーや複数の経営コンサルティングファームでの実務経験と幅広い業種における人
事、労務及びコーポレートガバナンス関連を中心とした企業経営を統括する十分な見識を有しております。
このたび新たに社外取締役（監査等委員）としての選任をお願いするものです。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．村瀨司氏、宮部貴之氏、鈴木一雄氏、宮城政憲氏は社外取締役候補者です。
３．社外取締役候補者の在任期間は以下のとおりです。
(1)村瀨司氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあり、また、現在当社の監査等委員であ

る社外取締役ですが、その在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
(2)宮部貴之氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、その在任期間は、本総会終結

の時をもって４年となります。
(3)鈴木一雄氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、その在任期間は、本総会終結

の時をもって４年となります。
４．当社は、村瀨司氏、宮部貴之氏、鈴木一雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して同取引所に届け出ております。本議案が原案どおり承認された場合、当該３名は引き続き独立
役員として、宮城政憲氏については新たに独立役員として届け出る予定です。

５．当社は、村瀨司氏、宮部貴之氏、鈴木一雄氏との間で会社法第４２７条第１項及び当社定款に基づ
き、同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は同法第４２５条第１項に定める最低責任限度額としており、当該３名の再
任が承認された場合は、当該３名との当該契約を継続する予定です。また、宮城政憲氏の選任が承
認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定です。

６．※印は、新任候補者を表しております。
以　上
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（提供書面）
事　 業　 報　 告

（2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで）

Ⅰ．企業集団の現況
１．　当事業年度の事業の状況

⑴　事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国の経済は、堅調な企業業績や雇用・所得環境の改善を背景に

緩やかな回復基調で推移したものの、通商問題の長期化等、不確実な海外情勢に加え、新型コ
ロナウイルスの世界的な感染拡大により、先行きに対する不透明感が一層強まってまいりしま
した。

小売業界におきましては、2019年10月施行の消費税率引上げや相次ぐ天候不順・自然災害
の影響、新型コロナウイルス感染拡大による自粛要請により、消費活動が急速に落ち込んでお
ります。通販業界におきましては、ライフスタイル及び消費動向の変化に伴いＥＣを中心とし
たビジネスモデルが拡大しており、業態を超えた競争の激化や差別化、物流コストの上昇な
ど、厳しい経営環境が続いています。

このような事業環境のなか、当社グループは、「収益力のあるＤＭＣ（Direct Marketing 
Conglomerate）複合通販企業戦略の推進」の方針のもと、「個別事業の収益力のさらなる
向上」及び「事業ポートフォリオの強化」に取り組み、通販事業においては収益力の向上、ｅ
コマース事業においてはＭ＆Ａによる新規子会社の早期黒字化を実現いたしました。一方で、
物流センター新設に向けた先行投資や、2019年９月の連結子会社ののれんの減損処理など、
事業基盤及び財務基盤の整備を進めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高726億34百万円（前期比2.1％増）とな
りました。利益面におきましては、営業利益21億45百万円（同26.4％増）、経常利益22億
96百万円（同62.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益７億３百万円（同11.5％増）と
なり前期対比、増収増益の結果となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。
当連結会計年度より、報告セグメントの区分を一部変更しており、以下の前期比較について

は、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
また、セグメント別の売上高は連結相殺消去後の数値を、セグメント利益又は損失は、連結

相殺消去前の数値を記載しております。
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①　通販事業
通販事業におきましては、ＤＭＣ複合通販企業戦略を支える収益力のさらなる強化を方針

に掲げ、当社の創業80周年記念の特別企画やお客様の声を生かした商品開発など、価値ある
商品づくりに努めてまいりました。また、ターゲットをより明確にしたライフスタイル提案
型の売り場の展開を強化し、お客様のニーズにお応えしております。このほか、既存の商材
に加え、海外ブランドバッグや化粧品といった当社グループの資産を生かした新たな商材の
販売にも取り組んでまいりました。あわせて、商品調達方法の見直しや在庫の適正化を推進
することで、原価率の低減にも努めてまいりました。以上の結果、売上高は355億46百万円
（同4.1％増）となり、セグメント利益は24億24百万円（同25.5％増）となりました。

②　ｅコマース事業
ｅコマース事業におきましては、カテゴリーNo.1戦略の推進とオリジナル商品企画の強化

を方針とし、アウトドア・フィッシング用品のＥＣサイト『ナチュラム』におけるオリジナ
ルブランド『Hilander（ハイランダー）』をはじめ、お客様の生活スタイルに着目したオリ
ジナル家具など、独自の魅力ある商品の企画・開発を推進してまいりました。また、外部Ｅ
Ｃモールへの新規出店を進めるなど、お客様との接点を拡大し、販売を強化しております。
2019年３月に子会社化した株式会社ミヨシにおける防災用品の販売も好調に推移いたしま
した。一部商材において、2019年10月施行の消費税率引上げの影響を受けたものの、セグ
メント全体として成長を続けております。以上の結果、売上高は187億24百万円（同0.7％
増）となり、セグメント利益は４億61百万円（同162.3％増）となりました。

③　健粧品事業
健粧品事業におきましては、投資育成事業として位置付け、収益構造の確立に向けた事業

モデルの転換及び事業基盤の整備を進めてまいりました。マーケット環境の変化を受け、卸
事業をはじめとする販売が計画どおりに進まなかった一方で、不稼働在庫の処分などの経営
改革を行うことで負の遺産を一掃し、次年度の収益化に向けた足場固めを完了させました。
以上の結果、売上高は33億94百万円（同25.9％減）となり、セグメント損失は11億22百万
円（前期はセグメント損失６億31百万円）となりました。

④　ソリューション事業
ソリューション事業におきましては、複合的なソリューションサービスの提供による高付

加価値ビジネスへの転換を図り、既存サービスの強化や、決済代行サービス及びメディア（デ
ジタルマーケティング）事業における新しいサービスメニューの開発に取り組んでまいりま
した。また、全国通販３ＰＬ戦略として、約60億円の投資となる茨城県つくばみらい市の物
流センター（ＳＬＣみらい）新設や、関西物流拠点（ＳＬＣ関西）の拡充など、全国を網羅
する物流ネットワークを構築し、これにあわせ、新規顧客の開拓にも注力してまいりました。
以上の結果、売上高は142億26百万円（前期比10.2％増）となり、セグメント利益は３億
61百万円（同35.0％減）となりました。
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⑤　旅行事業
旅行事業におきましては、事業ポートフォリオを見直し、主力であるバスツアーの事業再

構築に取り組むとともに、増加が見込まれる訪日外国人をターゲットとしたツアーの取扱い
の拡大に向け、グループや提携先などを活用した販路の開拓に取り組んでまいりました。し
かしながら、新型コロナウイルス感染拡大等の影響を大きく受けました。以上の結果、売上
高は７億４百万円（同22.1％減）となり、セグメント損失は１億17百万円（前期はセグメ
ント損失１億44百万円）となりました。

⑥　海外事業
海外事業におきましては、中国やＡＳＥＡＮ市場において、当社グループのノウハウや実

績を生かし、日本製商品の販売や訪日外国人旅行者向けのサービスの提供といったビジネス
モデルの構築をめざし、現地での市場調査や営業活動を進めてまいりました。以上の結果、
売上高は28百万円（前期比10.5％増）となり、セグメント損失は57百万円（前期はセグメ
ント損失４億73百万円）となりました。

⑦　グループ管轄事業
グループ管轄事業におきましては、当社グループの物流オペレーションや自社保有物流施

設等の不動産賃貸を行っております。以上の結果、売上高は７百万円（前期比0.1％増）と
なり、セグメント利益は１億96百万円（同229.6％増）となりました。

⑵　設備投資の状況
当連結会計年度に実施した当社グループの設備投資は、総額30億23百万円であります。
その主なものは、茨城県つくばみらい市の物流センター（ＳＬＣみらい）新設プロジェクト

への投資25億27百万円であります。

⑶　資金調達の状況
該当事項はありません。

⑷　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑸　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑹　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑺　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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２． 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第76期
(2017年３月期)

第77期
(2018年３月期)

第78期
(2019年３月期)

第79期
(当連結会計年度)
(2020年３月期)

売 上 高
（ 百 万 円 ） 58,864 62,207 71,153 72,634

経 常 利 益
（ 百 万 円 ） 1,350 1,458 1,415 2,296

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期純
損失（△）（百万円）

672 △1,035 631 703

１株当たり当期純利益
又 は 1 株 当 た り 当 期
純損失（△）（円）

19.81 △30.41 18.47 20.46

総 資 産
（ 百 万 円 ） 37,962 40,319 42,368 43,270

純 資 産
（ 百 万 円 ） 22,495 21,094 21,156 21,462

１株当たり純資産額
（ 円 ） 659.34 618.29 616.92 621.20

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数に
より、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。な
お、自己株式数には「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」導入において設定した、野村信託
銀行株式会社（スクロール従業員持株会専用信託口）所有の当社株式を含めております。
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３．　重要な親会社及び子会社の状況
⑴　親会社の状況

　該当事項はありません。

⑵　重要な子会社の状況
会　　社　　名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

詩 克 楽 商 貿 （ 上 海 ） 有 限 公 司 800千米ドル 100.0％ 通信販売事業

株 式 会 社 Ａ Ｘ Ｅ Ｓ 95百万円 100.0％

個人向けｅコマース事業
株 式 会 社 ス ク ロ ー ル Ｒ ＆ Ｄ 100百万円 100.0％

株 式 会 社 ナ チ ュ ラ ム 100百万円 100.0％

株 式 会 社 ミ ヨ シ 10百万円 100.0％
(100.0％)

株 式 会 社 豆 腐 の 盛 田 屋 55百万円 100.0％

オリジナルブランド化粧
品・健康食品等の販売事
業

北 海 道 ア ン ソ ロ ポ ロ ジ ー 株 式 会 社 10百万円 100.0％

株式会社ナチュラピュリファイ研究所 10百万円 100.0％

株 式 会 社 キ ナ リ 10百万円 100.0％

株 式 会 社 ス ク ロ ー ル ３ ６ ０ 95百万円 100.0％

通信販売事業者及びＥＣ
事業者向け通信販売代行
業

株 式 会 社 キ ャ ッ チ ボ ー ル 70百万円 100.0％
(100.0％)

株 式 会 社 も し も 100百万円 100.0％
(100.0％)

成 都 音 和 娜 網 絡 服 務 有 限 公 司 1,488千人民元 100.0％
(100.0％)

株 式 会 社 ト ラ ベ ッ ク ス ツ ア ー ズ 10百万円 100.0％ 旅行の企画・販売事業

株 式 会 社 ス ク ロ ー ル ロ ジ ス テ ィ ク ス 95百万円 100.0％ 物流業務
（注）１．株式会社イノベートは、2019年６月１日付で、株式会社ＡＸＥＳを存続会社とする吸収合併に

より消滅いたしました。
２．株式会社ナチュラピュリファイ研究所は、2019年４月１日付で、株式会社Ｔ＆Ｍを存続会社と

する吸収合併により消滅いたしました。なお、存続会社である株式会社Ｔ＆Ｍは、同日付で株式会
社ナチュラピュリファイ研究所に商号変更いたしました。

３．イーシー・ユニオン株式会社は、2019年４月１日付で、株式会社スクロール３６０を存続会社
とする吸収合併により消滅いたしました。
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４．議決権比率の（　）内は、間接所有割合であります。
５．子会社の重要性の判断基準は、「当該子会社の当社グループにおける連結売上高構成比率」等を

勘案しております。

４．　対処すべき課題
⑴　経営方針

当社グループは、「社会から信頼される企業であること。清く、正しく、美しく、事業を行
うこと。」を社是とし、事業の発展と社員の幸福を一致させるべく活動し、お客様、取引先及
び株主が、ともに満足を得られる経営を行い、社会に貢献することを基本理念としておりま
す。この社会的使命の達成に向けて不断の努力を続けるとともに、事業活動の効率化、財務体
質の強化及びキャッシュ・フロー重視の事業活動を推進し、企業価値の最大化を目指してまい
ります。

⑵　経営環境、対処すべき課題等
我が国の経済の先行きにつきましては、米中の貿易摩擦に代表される通商問題や、異常気

象・自然災害などに加え、2020年１月に発生した新型コロナウイルスの感染拡大による影響
を受けて、経済全体の大幅な悪化が懸念されます。小売業界におきましては、緊急事態宣言に
よる外出の自粛や商業施設の営業時間変更により、消費活動が低下しており、先行きに対する
不透明感は一層強まっております。通販業界におきましては、新型コロナウイルスの影響で外
出自粛が求められているなか、食品や衛生用品などの生活必需品や室内娯楽品の需要が広がる
一方で、それ以外の商品に対する消費マインドの変化が一部みられるなど、一様な状況ではあ
りません。また、物流や販売促進にかかる費用が上昇している上、企業間の競争が激化してお
り、引き続き厳しい環境が予想されますが、消費者のライフスタイルや購買行動の変化によ
り、ＥＣ市場はさらに拡大していくものと考えております。

中長期的には、経済のグローバル化の進行に伴い、各国・地域の経済政策や国際的な貿易摩
擦、地球温暖化による気候の変化及び新型コロナウイルスの感染拡大のような異常事態等が世
界経済に与える影響は、我が国の経済にも波及し、その影響力は拡大するものと思われます。
また、テクノロジーの進化や生活様式の変化は、消費者の購買行動に大きな変化をもたらすこ
とが予想されます。我が国におきましては、少子高齢化や人口減少といった構造的な問題を抱
えております。この問題は当面解消することができないものであり、これにより我が国におけ
る消費マーケットは大きく変化することになります。

当社グループは、このようなリスクやマーケットの変化は、当社グループの経営成績等に少
なからず影響を与えることを想定し、課題解決に向けた戦略策定、施策の検討を先んじて実施
しております。
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当社グループはダイレクトマーケティングという中核機能を持った企業の集合体、「ＤＭＣ
複合通販企業」という、ユニークな特色を持つ企業グループとして構成されております。祖業
であるアパレルの販売にとどまらず、様々なビジネスモデルを展開することで、マーケットの
変化や外的要因に左右されることなく、常に高い収益を確保できるような体制構築を推進して
おります。これからも「収益力のあるＤＭＣ複合通販企業戦略の推進」を方針に掲げ、基幹事
業である通販事業におけるさらなる収益力の向上と、次なる成長ドライバーであるソリューシ
ョン事業の中核事業への進化、ｅコマース、健粧品、旅行事業における事業成長に向け、グル
ープ一丸となって取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

５．　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
当社グループは、連結計算書類作成会社（当社）、子会社21社及び関連会社２社で構成され

ており、主な事業は、女性用アパレル、雑貨、化粧品・健康食品、旅行等の通信販売業（Ｂｔｏ
Ｃ、ＢｔｏＢｔｏＣ）及びＥＣ・通販事業者へのソリューション事業を行っております。

区　　　　　分 主 な 事 業 の 内 容

通 販 事 業 通信販売事業
（主な商材：アパレル、インナー、雑貨、保険等）

ｅ コ マ ー ス 事 業
個人向けｅコマース事業
（主な商材：ブランド服飾雑貨、アウトドア用品、ナショナルブランド
化粧品、雑貨、防災用品等）

健 粧 品 事 業 オリジナルブランド化粧品・健康食品等の販売事業

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業
通信販売事業者及びＥＣ事業者向け通信販売代行業
（主な商材：フルフィルメント支援、プロモーション支援、システム構
築支援、ＢＰＯサービス等）

旅 行 事 業 旅行商品の企画、販売（通信販売）及び催行等の事業
（主な商材：日帰り観光バスツアー、訪日ツアー等）

海 外 事 業 海外における、当社グループ商品の展開、市場開拓等の事業

グ ル ー プ 管 轄 事 業 当社グループ及びソリューション事業の物流業務、不動産賃貸業務
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６．　主要な営業所（2020年３月31日現在）
会 社 名 本　社 その他

株 式 会 社 ス ク ロ ー ル
浜 松 市 中 区

東 京 都 品 川 区
（ 東 京 本 店 ）株 式 会 社 ス ク ロ ー ル ３ ６ ０

株 式 会 社 ス ク ロ ー ル ロ ジ ス テ ィ ク ス －
株 式 会 社 Ａ Ｘ Ｅ Ｓ

東 京 都 品 川 区

－
株 式 会 社 ス ク ロ ー ル Ｒ ＆ Ｄ －
株式会社ナチュラピュリファイ研究所 －
株 式 会 社 キ ナ リ －
株 式 会 社 キ ャ ッ チ ボ ー ル 浜 松 市 中 区
株 式 会 社 も し も －
株 式 会 社 ト ラ ベ ッ ク ス ツ ア ー ズ －
株 式 会 社 ナ チ ュ ラ ム 大 阪 市 中 央 区 －
株 式 会 社 ミ ヨ シ 大 阪 市 浪 速 区 －
株 式 会 社 豆 腐 の 盛 田 屋 福 岡 市 博 多 区 東 京 都 品 川 区
北 海 道 ア ン ソ ロ ポ ロ ジ ー 株 式 会 社 札 幌 市 北 区 －
詩 克 楽 商 貿 （ 上 海 ） 有 限 公 司 中 国 上 海 市 －
成 都 音 和 娜 網 絡 服 務 有 限 公 司 中 国 四 川 省 成 都 市 －

－ 21 －



７．　使用人の状況（2020年３月31日現在）
⑴　当社グループの使用人の状況
事 業 の 種 類 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

通 販 事 業 264名 （ 29名） 12名増 （ 4名減）

ｅ コ マ ー ス 事 業 118名 （ 1名） 6名増 （ 4名減）

健 粧 品 事 業 84名 （ 13名） 25名減 （ 1名減）

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 229名 （ 129名） 13名増 （ 34名減）

旅 行 事 業 18名 ( 1名） 4名減 ( 1名増）

海 外 事 業 6名 ( ―） 1名増 ( 1名減）

グ ル ー プ 管 轄 事 業 145名 ( 771名） 11名増 ( 1名増）

合　　計 864名 （ 944名） 14名増 （ 42名減）
（注）１．使用人数は、就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外か

ら当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数（パートタイマー、人材派遣会社から
の派遣社員を含む。）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．グループ管轄事業は、当社の総務及び経理等の管理部門並びに株式会社スクロールロジスティク
スの従業員であります。

３．健粧品事業におきましては、子会社の統廃合を実施したこと等により使用人数が減少しておりま
す。また、ソリューション事業におきましても子会社の統廃合を実施したこと等により、臨時従業
員数が減少しております。

⑵　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

326名（31名） 18名増（6名減） 41.9歳 12.7年

（注）使用人数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、
臨時従業員数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。）は（　）内に年間の平均人員
を外数で記載しております。
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８．　主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 静 岡 銀 行 2,600百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 800

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 600

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 475

９．　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅱ．会社の現況
１．　株式の状況（2020年３月31日現在）

⑴　発行可能株式総数 110,000,000株
⑵　発行済株式の総数 34,818,050株
⑶　株主数 32,507名
⑷　大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

丸 紅 株 式 会 社 2,841千株 8.23％

ス ク ロ ー ル 取 引 先 持 株 会 2,193 6.35
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 2,087 6.05

ス ク ロ ー ル 従 業 員 持 株 会 1,329 3.85

株 式 会 社 静 岡 銀 行 1,261 3.66

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 821 2.38
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ５ ） 612 1.77

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 580 1.68

モ リ リ ン 株 式 会 社 550 1.60

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 543 1.57
（注）１．持株比率は、自己株式（296,372株）を控除して計算しております。なお、自己株式には「信

託型従業員持株インセンティブ・プラン」に係る野村信託銀行株式会社（スクロール従業員持株会
専用信託口）が所有する当社株式（6,700株）は含んでおりません。

２．持株比率は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。
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２．　新株予約権等の状況
⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2020年３月31日現在）
発行決議日 2017年９月１日
新株予約権の数 2,250個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式　　225,000株
（新株予約権1個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり　　40,500円
（１株当たり　　　　　　　 405円）

権利行使期間 自　2020年９月２日
至　2027年９月１日

行使の条件 （注）１、２、３

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
(監査等委員を除く。）

取 締 役
（社外取締役を除く。）

新株予約権の数　　　　　　  2,250個
目的となる株式数　　　 　225,000株
保有者数　　　　　　　　　　　６名

社 外 取 締 役
新株予約権の数　　　　　　　　―個
目的となる株式数　　　　　　　―株
保有者数　　　　　　　　　　　―名

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
新株予約権の数　　　　　　　　―個
目的となる株式数　　　　　　　―株
保有者数　　　　　　　　　　　―名 

（注）１．新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあ
ることを要します。ただし、当社子会社へ転籍した場合、取締役が任期満了により退任した場合、
執行役員が定年で退職した場合、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りで
はありません。

２．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
３．その他の条件については、「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
４．上記には、当事業年度中に新たに就任した取締役の取締役就任前に付与された新株予約権が含ま

れているため、新株予約権等の数が変動しております。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

＜ご参考＞

政策保有株式について
当社は、取引先等のステークホルダーとの関係維持または提携強化を図る目的で、政策保有

株式を保有することがありますが、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式について
は、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個
別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期
的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示すると
ともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行っており、対話の実施によっても、改
善が認められない株式については、適時・適切に売却しております。保有株式の議決権行使に
関しては、当該検証に基づいた中長期的な観点から判断を行い、行使いたします。

－ 26 －



３．　会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2020年３月31日現在）

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 堀 田 　 守 ―

取 締 役 社 長 鶴 見 知 久 健粧品事業ＰＲＳ
ダイレクト事業本部長

取 締 役 佐 藤 浩 明 ｅコマース事業ＰＲＳ
株式会社キノスラ代表取締役社長

取 締 役 小 山 優 雄 システム統括部長

取 締 役 山 崎 正 之 ソリューション事業ＰＲＳ
Ｍ＆Ａ戦略室長

取 締 役 杉 本 泰 宣 グループ管轄事業ＰＲＳ
経営統括部長

取締役（監査等委員） 村 瀨 　 司
フォーサイト・コンサルティング株式会社
（現株式会社ファンズオン）代表取締役社長
ジャパン・ハイブリットサービス株式会社取締役

取締役（監査等委員） 越 淵 堅 志 ―
取締役（監査等委員） 宮 部 貴 之 ―
取締役（監査等委員） 鈴 木 一 雄 株式会社ユニックス監査役

（注）１．取締役（監査等委員）村瀨司氏、越淵堅志氏、宮部貴之氏及び鈴木一雄氏は、社外取締役です。
２．取締役（監査等委員）村瀨司氏は、情報システムを中心とするコンサルティング企業を経営さ

れ、多数の企業のコンサルティング業務の経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見
識を有しております。

３．取締役（監査等委員）越淵堅志氏は、日本生活協同組合連合会等において理事や常勤監事とし
て組織運営の経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有しております。

４．取締役（監査等委員）宮部貴之氏は、衣料品・雑貨・家具等の無店舗事業及び有店舗事業の経
営に長く携わられ、海外生産や輸入実務の経験を有するとともに、企業経営を統括する十分な見
識を有しております。

５．取締役（監査等委員）鈴木一雄氏は、金融機関及びシンクタンクでの経験を有するとともに、
財務及び会計並びに企業経営を統括する十分な見識を有しております。

６．当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、内部監査部を設置しており、同部が内部
監査対応を専属で担当することで監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると判断さ
れるため、常勤の監査等委員を選定しておりません。

７．取締役（監査等委員）村瀨司氏、越淵堅志氏、宮部貴之氏及び鈴木一雄氏を、株式会社東京証
券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
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８．「担当及び重要な兼職の状況」における重要性の判断基準は、兼職先での担当職務の重要性及
び職務に費やす時間等を勘案しております。

９．ＰＲＳは、PRESIDENTの略称であり、各セグメントの責任者を表しております。

⑵　当事業年度中に退任した取締役
該当事項はありません。

⑶　取締役の報酬等の総額
役 員 区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く 。 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

6名
（－名）

130百万円
（ー百万円）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

4名
（4名）

24百万円
（24百万円）

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

10名
（4名）

154百万円
（24百万円）

（注）１．当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
２．当社は、2006年６月20日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労

金制度を廃止しております。
３．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2016年５月27日開催の第75期定時株主総会

において月額20百万円以内と決議いただいております。また、別枠で、2017年５月30日開催の
第76期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議い
ただいております。

４．監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年５月27日開催の第75期定時株主総会におい
て月額８百万円以内と決議いただいております。

５．取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の額には、ストック・オプションによる報酬額５百万
円が含まれております。

⑷　その他会社役員に関する重要な事項
該当事項はありません。
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⑸　社外役員に関する事項
①　社外役員の重要な兼職の状況（2020年３月31日現在）
区　分 氏　名 兼　職　先 兼職の内容

取 締 役
（監査等委員） 村 瀨 　 司

フォーサイト・コンサルティング株式会社
（ 現 株 式 会 社 フ ァ ン ズ オ ン ） 代 表 取 締 役 社 長

ジャパン・ハイブリットサービス株式会社 取 締 役

取 締 役
（監査等委員） 鈴 木 一 雄 株 式 会 社 ユ ニ ッ ク ス 監 査 役

（注）１．取締役（監査等委員）村瀨司氏及び鈴木一雄氏の兼職先と当社との間に取引上の特段の関係は
ありません。

２．取締役（監査等委員）村瀨司氏は、2020年３月19日付でジャパン・ハイブリットサービス株
式会社の取締役に就任いたしました。

②　特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
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③　当事業年度における主な活動状況

氏　　名 取締役会等への
出 席 状 況

取締役会等における発言
そ の 他 の 活 動 状 況

取締役（監査等委員）
村 　 瀨 　 　 　 司

当事業年度開催の取締役会
14回のうち14回、監査等委
員会14回のうち14回に出席

経営者としての幅広い知識と豊富な知見から意
見を述べるなど、取締役会等の意思決定の適正
性・妥当性を確保するための発言を行っており
ます。

取締役（監査等委員）
越 　 淵 　 堅 　 志

当事業年度開催の取締役会
14回のうち14回、監査等委
員会14回のうち14回に出席

組織経営などの経験や実績に基づく幅広い知識
と豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会
等の意思決定の適正性・妥当性を確保するため
の発言を行っております。

取締役（監査等委員）
宮 　 部 　 貴 　 之

当事業年度開催の取締役会
14回のうち14回、監査等委
員会14回のうち14回に出席

会社経営の経験及び海外生産・輸入販売に関す
る幅広い知識と豊富な知見から意見を述べるな
ど、取締役会等の意思決定の適正性・妥当性を
確保するための発言を行っております。

取締役（監査等委員）
鈴 　 木 　 一 　 雄

当事業年度開催の取締役会
14回のうち14回、監査等委
員会14回のうち14回に出席

金融機関・シンクタンクでの経験による財務及
び会計に関する幅広い知識と豊富な知見から意
見を述べるなど、取締役会等の意思決定の適正
性・妥当性を確保するための発言を行っており
ます。

（注）上記の活動状況のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があっ
たものとみなす３回の書面決議に全員が参加しております。

⑹　責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役（監査等委員）とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額

としております。

＜ご参考＞

社外取締役の独立性判断基準について
当社の「社外取締役の独立性判断基準」につきましては、「コーポレートガバナンス・ガイ

ドライン」の別紙として、当社ホームページ（https://www.scroll.jp/ir/governance/）に
掲載いたしております。
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４．　会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　 EY新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額
区　　　分 支 払 額

当社が支払うべき当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 47百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 47百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当社が支払うべ
き当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第１項及び第３項に規定する同意を行っております。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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５．　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けております。ま

た、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。こ
れらの剰余金の決定機関は、いずれも取締役会であります。

当事業年度における配当の基本方針は、安定的かつ継続的な配当を実施することであります。
配当は連結配当性向30％を目標としてまいりました。

内部留保金におきましては、企業間競争力の維持・強化を図るため、将来を見据えた事業戦略
に基づいた投資等に適切に活用してまいります。

当社は、株主の皆様への安定配当を重視するとともに今後の事業動向を総合的に判断し、当事
業年度末の株主配当金を１株当たり５円とさせていただきます。これにより中間配当金５円と
合わせて年間配当金は10円となります。

＜次期以降の配当政策に関する基本方針＞
当社は、この10年間、ＤＭＣ複合通販企業戦略を掲げ、各種、経営改革に着手してまいりま

した。この結果、経済環境、マーケット環境の変化に左右されない経営体制及び中長期の事業成
長に向けた基盤が整ったことから、このたび、株主還元策の見直しを行い、配当については、年
間配当金15円を下限とし、連結配当性向40％を基本として実施することといたします。

これによりまして、次期の配当金につきましては、当期の配当金額より１株当たり５円増額
し、１株当たり年間配当金15円（中間配当金７円50銭、期末配当金７円50銭）を予定しており
ます。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位　百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

26,976
4,828
9,577
6,921
 779

3,282
 1,891
 △305

 16,294
 12,698

3,895
571

 5,520
2,610

100
 959
171
613

 168
 6

 2,636
 1,010
 1,020

841
△235

流 動 負 債 16,077
買 掛 金 2,561
短 期 借 入 金 100
未 払 金 11,691
未 払 法 人 税 等 395
賞 与 引 当 金 282
ポ イ ン ト 引 当 金 34
利 息 返 還 損 失 引 当 金 4
そ の 他 1,007

固 定 負 債  5,731
長 期 借 入 金 4,375
繰 延 税 金 負 債 2
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 70
利 息 返 還 損 失 引 当 金 9
環 境 対 策 引 当 金 1
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,180
そ の 他 91

負 債 合 計 21,808
純 資 産 の 部

株 主 資 本 21,155
資 本 金 6,005
資 本 剰 余 金 6,657
利 益 剰 余 金 8,662
自 己 株 式 △169

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 285
その他有価証券評価差額金 219
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 61
為 替 換 算 調 整 勘 定 4

新 株 予 約 権 21
純 資 産 合 計 21,462

資 産 合 計 43,270 負 債 純 資 産 合 計 43,270
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで ）

（単位　百万円）
科 目 金 額

売 上 高 72,634
売 上 原 価 46,789

売 上 総 利 益 25,845
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 23,699

営 業 利 益 2,145
営 業 外 収 益

受 取 利 息 19
受 取 配 当 金 40
為 替 差 益 34
債 務 勘 定 整 理 益 35
そ の 他 68 198

営 業 外 費 用
支 払 利 息 22
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 9
そ の 他 14 47
経 常 利 益 2,296

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 61
減 損 損 失 778
そ の 他 2 842

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,454
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 826
法 人 税 等 調 整 額 △75 750
当 期 純 利 益 703
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 703

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位　百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

20,062
4,498

 6,787
 2,801

 776
 739

 4,864
 1,849

 △2,255
16,355

 12,611
 3,843

 40
 437

 0
 68

5,609
2,610
 623
455
165

2
 3,120
 1,005
1,406

0
24

321
 363
 △1

流 動 負 債 10,853
買 掛 金 1,131
短 期 借 入 金 100
関 係 会 社 短 期 借 入 金 1,425
未 払 金 7,344
未 払 法 人 税 等 340
預 り 金 200
賞 与 引 当 金 156
そ の 他 155

固 定 負 債 5,392
長 期 借 入 金  4,375
退 職 給 付 引 当 金  887
役 員 退 職 慰 労 引 当 金  2
環 境 対 策 引 当 金  1
関係会社事業損失引当金  39
資 産 除 去 債 務 86

負 債 合 計  16,246
純 資 産 の 部

株 主 資 本  19,869
資 本 金  6,005
資 本 剰 余 金  6,944

資 本 準 備 金 7,221
そ の 他 資 本 剰 余 金  △277

利 益 剰 余 金 7,090
利 益 準 備 金  601
そ の 他 利 益 剰 余 金  6,488

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 201
別 途 積 立 金  5,040
繰 越 利 益 剰 余 金 1,247

自 己 株 式 △169
評 価 ・ 換 算 差 額 等 280

その他有価証券評価差額金 219
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 61

新 株 予 約 権 21
純 資 産 合 計  20,171

資 産 合 計 36,418 負 債 純 資 産 合 計  36,418
※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
（ 2019年 4 月 1 日から

2020年 3 月31日まで ）
（単位　百万円）

科 目 金 額
売 上 高 36,017
売 上 原 価 19,463

売 上 総 利 益 16,554
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,282

営 業 利 益 2,271
営 業 外 収 益

受 取 利 息 82
受 取 配 当 金 277
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 92
関係会社事業損失引当金戻入額 11
そ の 他 74 538

営 業 外 費 用
支 払 利 息 22
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 479
関係会社事業損失引当金繰入額 39
そ の 他 5 545
経 常 利 益 2,264

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 368
固 定 資 産 除 却 損 57 426

税 引 前 当 期 純 利 益 1,838
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 721
法 人 税 等 調 整 額 29 750
当 期 純 利 益 1,087

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月６日
株式会社スクロール

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
浜松事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 村 　 清 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 唯 根 欣 三 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社スクロールの２０１９年４月１日から
２０２０年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社スクロール及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月６日
株式会社スクロール

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
浜松事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 村 　 清 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 唯 根 欣 三 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社スクロールの２０１９年４月１
日から２０２０年３月３１日までの第７９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第７９期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社
の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する
事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に
おいて業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの
各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、か
つ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月８日

株式会社スクロール　監査等委員会
監査等委員長 村　瀨　　　司 ㊞
監 査 等 委 員 越　淵　堅　志 ㊞
監 査 等 委 員 宮　部　貴　之 ㊞
監 査 等 委 員 鈴　木　一　雄 ㊞

（注）監査等委員村瀨司、越淵堅志、宮部貴之及び鈴木一雄は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上
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当社株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止について

　当社第79期定時株主総会を開催するにあたり、2020年４月に政府から発出された緊急事態宣言を
受け、新型コロナウイルスの感染症拡大防止について、下記のとおりご案内申しあげます。
　株主の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

記
＜株主様へのお願い＞
・株主総会の議決権行使は、書面またはインターネットによる方法もございます。今回の株主総会は、
　可能な限りこれらの方法により事前に議決権をご行使いただき、ご来場を見合わせることをご検討
　ください。
・株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、一般的な感染予防策等を事前にご
　確認いただくとともに、当日までの健康状態にご留意のうえ、くれぐれもご無理をなされないよう
　お願いいたします。
・ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方、体調が優れない方におかれましては、株主総
　会へのご出席を見合わせることもご検討ください。

＜総会会場の感染防止対策について＞
・役員および運営スタッフは、当日マスクを着用させていただきます。また、一部の運営スタッフは
　手袋を着用することがあります。
・非接触型の体温計等により当日ご入場される方の体温を測定させていただきます。
・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがご入場をお断りする場合やご退
　場をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・マスク着用とアルコール消毒薬のご使用についてご協力をお願いいたします。
・例年よりも会場の席の間隔を広げるため、座席数を減少させる予定です。また、場内の換気のため
　窓を開けることがあります。
・株主総会の議事は円滑な進行により、例年よりも時間を短縮する予定です。

　なお、今後の状況により、株主総会の運営につき大きな変更が生ずる場合には当社ウェブサイト等
においてお知らせいたします。

以　上
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（交通の便）
●JR東海浜松駅（北口）からタクシーで約８分
●JR東海浜松駅（北口）バスターミナル10番のりばから遠鉄バスで約10分

行先【笠井線】「73労災・丸塚・笠井」、「75・76労災・宮竹・笠井」
行先【蒲　線】「71労災・東高・笠井」、「74労災・中田町・イオン市野」、

「77労災・東海染工・イオン市野」、「78労災・産業展示館」
※「株式会社スクロール」バス停で下車

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


